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１）学校給食の基本方針案 

●江南市の学校給食の課題 

【建物、設備に関する課題】 

 ・老朽化した施設及び設備への対応 

 ・学校給食衛生管理基準への適合（ドライ方式、汚染・非汚染の区分、空調管理等） 

 ・アレルギー対応室の確保 

【運用に関する課題】 

 ・食物アレルギー対応食の提供 

 ・食育機会の創出（児童・生徒だけでなく保護者も含めて） 

 ・ライフサイクルコストの縮減 

 ・調理等業務の民間委託化 

 

 

●学校給食の基本方針案 

方針１安全・安心安心・安全で質の高い学校給食の提供 

安全・安心安心・安全な学校給食を提供するため、施設の更新時には「学

校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」に沿った高

い衛生水準を確保できる施設・設備を整備する。 

また、アレルギー対応食、応募献立やリクエスト献立など、様々な企画献

立応募献立やリクエスト献立などの様々な企画献立やアレルギー対応食を実

施して質の高い学校給食を提供する。 

方針２ 食育の推進 

食育基本法や国の食育推進基本計画に基づき、食に関する指導を効果的に

実施するとともに、学校・家庭・地域が連携し、児童・生徒の健康増進、食

文化の理解など、学校給食を通じた食育指導環境の充実を図る。 

また、地産地消推進の地産地消を推進するため、地元愛知県産・江南市産

の農産物を積極的に活用使用し、季節感のあるおいしい学校給食の提供を行

う。 

方針３維持管理・運営面事業の合理化・効率化 

厳しい財政状況への対応が求められていることから、学校給食の実施にあ

たっては、学校給食施設の統廃合や民間委託を積極的に行い、施設整備や維

持管理・運営面の合理化・効率化を図っていく。 

学校給食を将来にわたって安定的に提供するため、今後の、学校給食の実

施にあたっては、現状２箇所の学校給食センターを統廃合するなど、維持運

営の方法や、民間活力の導入について検討し、事業の合理化・効率化を図る。 

資料２ 
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２）計画を策定する上で検討すべき課題（その１） 

①保育園給食について 

ア）保育園での食事の提供の背景 

・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（昭和 23年厚生省令第 63号）では、

保育所に調理室を設けることとされており、自園調理を行うことが原則である。 

・しかし、平成 10 年４月に調理業務の委託が可能となり、平成 16 年に構造改革特別区

域法（平成 14 年法律第 189号）の特例により、公立で一定の条件を満たす場合に外部

搬入方式による給食の提供が可能となった。 

・さらに、平成 22年６月より、公私立問わず満３歳以上児には、外部搬入方式による給

食の提供が可能となった。 

・平成 28年度時点で全国 73件が特区認定を受けている。 

・愛知県では、北名古屋市、稲沢市（旧祖父江町、平和町）、常滑市などが特区認定を

受けて提供している。 

 

イ）保育園の食事の提供の現状（平成 23年度厚生労働省調査） 

a）提供状況 

・「自園調理」21,214園（90.7％）、「外部委託」1,615 園（6.9％）、「３歳未満児を

含む外部（特区）」323園（1.4％）、「３歳児以上のみ外部搬入」233園（1.0％）で

あり、多くの保育所が「自園調理」によって食事を提供している。 

b）外部搬入を導入した理由 

・外部搬入を実施した理由は「コスト削減」（59.1％）が多い状況である。 

c）外部搬入を実施しない理由 

・「保育と連動した食育活動の低下」（39.2％）、「食事内容の質の低下」（26.8％）、

「食に関わる職員（調理員や栄養士等）との連携がとりにくい」（16.2％）、「食に

関する保護者への子育て支援の活動がしにくい」（4.9％）であった。 
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ウ）江南市の保育園の状況  

・すべての保育園で満３歳未満児を受け入れている。 

・そのため、特区認定に関わらず保育所に調理室を設ける必要がある。 

・施設の老朽化は進んでおり、今後、建替えが求められる。 

・平成 30 年 4月 1 日現在、園児数は 1,835 人である。また、給食数はこの人数に職員数

を足した数になる。 

 

エ）外部搬入を導入している近隣自治体の実態 

・外部搬入を導入している近隣自治体の多くは、特区制度が施行される前から既に導入

していて、制度の施行に伴い認定を受けている。 

・自園調理では栄養士のいる保育園が限定されるが、共同調理場方式では栄養士が必ず

調理現場にいるため、衛生管理がより徹底され、トラブル時の対応も迅速かつ的確に

行うことができる。 

・保育園を担当する栄養士と学校を担当する栄養教諭等が、アレルギー対応や食育指導

について調整を図ることができ、切れ目のない対応が可能となる。 

・学校か保育園のどちらかを優先して献立を作成しなければならないので、優先されな

い側の献立の自由度が低くなり、行事食に影響が出ることもある。 

・自園調理に比べて、きめ細かい離乳食対応やアレルギー対応ができない。 

・保育園は給食実施日数が多いため、施設や設備の大規模な改修や点検等に支障がある。 

 

エオ）外部搬入を導入する上での課題 

a）「保育所における食事の提供ガイドライン」（厚労省 H24.３）が示す課題 

・栄養バランスがとれた食事によって空腹を満たし、成長・発達を保証するということ

だけでなく、食材を入手し、それが大勢の人の手を経て食事になり、その食事を友だ

ちや先生とおいしく、楽しくいただくという一連の過程の体験を保育に採り入れて、

子どもの体の成長とともに、心の育ちを支援する対応方法が重要である。 

・外部搬入後、一人一人の状況に合わせて、保育所内で、保育士が刻んだり、すりつぶ

したり、ミキサーにかけるなどの操作を行うため、搬入された食事に再度人の手が加

わるという点で、食品衛生の観点から、特に注意が必要である。 

 

b）民間事業者ヒアリングから得られた課題 

・量及び献立が小学校、中学校と異なるため、調理のラインを専用で設ける必要がある。 

・小学校、中学校の長期休み期間長期休暇時は、保育園のラインのみの稼働となるため、

空調、電気、調理設備が非効率となる。 
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カ）外部搬入導入のメリット・デメリット 

メリット デメリット 

・保育園建替え時には、調理室を小スペー

ス化することができ、長期的には施設

費・設備費での経済的メリットがある。 

・調理作業が簡易なものとなり、ある程度

人件費が縮減される。 

・食材の発注業務が一元化されることで、

食材費におけるスケールメリットが得

られ、発注業務に関わる人件費が軽減さ

れる。 

・栄養士や栄養教諭等が調理現場にいるこ

とで、衛生管理がより徹底され、トラブ

ル時の対応も迅速かつ的確に行うこと

ができる。 

・栄養士と栄養教諭等がアレルギー対応や

食育指導について、切れ目がなくなるよ

うに連携することができる。 

・現状と同レベルのきめ細やかなアレルギ

ー食対応や離乳食対応ができない。 

・専用の調理ライン設置に伴うコストが増

える。 

・土曜日や夏休みなどの長期休暇時にも稼

働が必要となるため、大型調理機器の入

替えや、大規模な施設改修などのメンテ

ナンス作業に支障がある。また、空調や

電気、調理機器等が非効率となる。 

・上記に伴い、定期点検、定期清掃を段階

的に実施することとなり非効率である。 

・現在の保育園の特徴である、おやつやお

茶の提供が困難となる。 

・実施基準が異なるため、栄養士や栄養教

諭、調理従事者の行動が複雑化する。 

・献立の自由度が低くなる。 

 

キ）近年の動向 

・構造改革の推進等及び施策に係る重要事項を調査審議する「構造改革特別区域推進本

部 評価・調査委員会」における「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事

業」に関する評価意見（平成 29年度、首相官邸）は以下のとおりである。 

 

評価意見 判断理由 

2021 年

度までに

評価を行

う 

本特例措置の効果やニーズは一定程度認められる一方、課題も多く、全国展開は

時期尚早であり、関係府省庁は次の点に取り組む必要がある。 

・各自治体が保育行政の効率化を試みる際に、保育所の小規模保育事業への移行

措置等の他の既存政策での対応を検討・実施することが可能となるよう、モデ

ルケース等も含めて情報提供・周知・助言を行うこと。  

・関係府省庁の調査において、多くの弊害が存続していることが明らかになった

ことから、ガイドライン等の周知・徹底を含め、保育所の食事提供のリスク低

減に必要な対策を検討・普及し、調査等によるモニタリングにより、その実施

状況及び効果を検証しつつ、弊害解消に向けた取組を推進する。 

【効果例】 

・導入に伴い、保育士の加配、一時保育・延長保育・０歳児保育の充実、保育所

設備の改修、保育料や給食費軽減等、保育サービスの充実に繋がっている。 

【課題例】 

・発達段階に配慮した離乳食の提供などが困難である。 

・低年齢児のアレルギー原因物質は多岐に渡っている上、発症も多いなか代替食

の提供が難しく、半数以上が弁当持参対応である。 

・体調不良児へのきめ細かい対応が十分にできていない。 

・搬入後に保育所で調理・加工を行う場合が多く、衛生管理上の課題や保育士の

業務負担の増大が生じている。 
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●江南市における保育園の配食対応案 

自園調理を継続 

・特区認定を受けても解決すべき課題が多いこと、さらには全国的に見ても導入実績が少

ないこと及び潜在的な課題も不明瞭なことから、自園調理を継続していく。 

・発達段階に配慮した離乳食の提供や、アレルギー原因物質が多岐に渡り、かつ、発症の

危険性も高い低年齢児への対応については、これまで実施してきたきめ細かな対応が引

き続き重要と考え、自園調理を継続していくこととする。 
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②アレルギー食対応について 

ア）食物アレルギーの症状 

食物アレルギーは、医学的には「食物によって引き起こされる抗原特異的な免

疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が惹起される現象」と定義されて

おり、本来、体に無害なはずの食品に対して、過敏に反応することで目のかゆみ

や湿疹、喘息などの症状が起こってしまうものである。 

平成29年５月１日時点の市における食物アレルギーを有する状況は、児童392

人（7.0％）、生徒173人（6.2％）という状況である。（うち、学校生活管理指導

表を提出している児童・生徒数は合計123人） 

食物アレルギーの症状には、アナフィラキシーショックなど生命の危険を伴う

ものもある。具体的な症状は以下のとおりである。 

 

表 食物アレルギーの症状 

臓    器 症        状 

皮膚 かゆみ、むくみ、じんましん、皮膚が赤くなる 

粘膜 

眼 
白目が赤くなる、プヨプヨになる、かゆくなる、涙が

止まらない、まぶたがはれる 

鼻 くしゃみ、鼻汁、鼻がつまる 

口やのど 
口の中やのどの違和感やはれ、のどのかゆみ・イガイ

ガ感 

消化器 腹痛、気持ちが悪い、吐く、下痢 

呼吸器 
のどが締めつけられる感じ、声がかすれる、犬がほえ

るようなせき、せき込み、ゼーゼー、呼吸がしづらい 

全身性 

アナフィラキシー 
皮膚・粘膜・消化器・呼吸器の様々な症状が複数出現

し、症状がどんどん進行してくる状態 

アナフィラキシー

ショック 

ぐったり、意識がもうろうとしている、呼びかけに反

応できない、顔色が悪い 

「食物アレルギーに関する基礎知識」 

（文部科学省・（公財）日本学校保健会）から作成 

 

イ）食物アレルギーの原因食品 

食物アレルギーの原因食品のうち、特に発症数、重篤度から食品表示の必要性

が高い「えび」「かに」「小麦」「そば」「卵」「乳」「落花生」を「特定原材

料」として、食品表示基準において、表示が義務付けられている。 
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ウ）アレルギー食対応 

愛知県は、「学校における食物アレルギー対応の手引」（H28.２）において、

食物アレルギー対応を以下のとおり区分し、また、除去食・代替食対応の対象食

品として、卵と乳を目標として掲げており、新たに小麦も目標に追加している。 

 

 

学校における食物アレルギー対応の手引 

対応の名称 方         法 

詳細な献立表配布 
学校給食における食物アレルギー対応を行う

場合には全て配布する。 

無配膳対応 

主食、飲用牛乳、副食においてアレルゲンを含

むものについては配膳しない対応（除去食提供、

代替食対応がない場合は無配膳対応となる。） 

一部弁当持参 

その日の給食の献立において、食物アレルギー

対応ができないことにより提供されない（無配膳

となる）主食・飲用牛乳・副食について、自分で

持参するもの。 

完全弁当持参 
学校給食の提供が困難である対象者において、

毎日弁当を持参するもの。 

除去食対応 
アレルゲンを含む食品を加えない料理を提供

する対応 

代替食対応 

・調理代替食 

・単品代替食 

調理代替食は、アレルゲンを含む食品の代わり

にアレルゲンを含まない食品を加えて調理した

料理を提供する対応 

単品代替食は、単品として提供する主食、飲用

牛乳、副食についてアレルゲンを含まない食品を

提供する対応 
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エ）愛知県内の取組状況 

愛知県の自治体の食物アレルギーの対応状況について、県が実施した調査によ

ると、無配膳（単品）対応が 428 施設と最も多く、次いで除去食対応 424 施設、

無配膳（調理）対応 394施設が多い状況である。 

代替食を実施している施設においては、すべての献立を変更したものではなく、

牛乳やデザートの商品代替やフライ等での食材代替（エビフライを魚フライにす

るなど）といった単品対応のケースが多い状況である。 

 

図 調理場での対応（H29.5.1現在、愛知県、N=612） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：学校における食物アレルギー対応に関する調査（愛知県） 
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●江南市におけるアレルギー食対応案 

除去食対応にて実施するの提供を中心とした対応の実施を目指す 

・食物アレルギーを持つ児童・生徒は増加傾向にある。 

・現在の施設は、アレルギー対応食の提供ができる環境ではないため詳細な献立表対応・

弁当対応としているが、児童・生徒が一緒に給食の時間を楽しめる環境づくりを行って

いく必要がある。 

・児童・生徒が一緒に給食を楽しむ対応として、除去食対応や代替食対応がある。 

・しかし、代替食対応は、抱えるアレルゲンごとに献立を考える必要があるため栄養教諭

や調理従事者等への負担が大幅に増大すること、食材も別途調達となるため、調達コス

トの負担増など課題が残る。 

・さらに、他の人と違う食事提供となるため、仲間外れになったり疎外感を感じたりする

恐れもある。 

・一方、除去食対応は、近隣の岩倉市や小牧市、稲沢市をはじめとして、県内でも多くの

自治体が導入している対応である。 

・周りの児童生徒と同じ献立での提供となることから、食物アレルギーを持つ児童・生徒

も疎外感を感じることなく食事を楽しむことができる。 

・そこで、安全面に優れ、多くの児童・生徒が同じ献立の給食が楽しめる除去食対応を目

指すこととする。 

・ただし、代替食対応については、導入の可能性について今後も検討していく。 

・施設の更新に合わせ、食物アレルギー対応食を提供するため、専用の調理室を設ける計

画とする。なお、規模については、現在の学校生活管理指導表の提出状況と食物アレル

ギーを持つ児童・生徒が増加傾向にあることを踏まえ、200 食程度を想定する。 

・実施にあたっては、安全性を最優先することとし、無理な対応は行わない。従って、ハ

ード面、ソフト面が十分に整備され、対応に関係する人々が自分の役割を理解し、全て

の準備が整った時点で行うこととする。 
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③提供方式について 
ア）各提供方式の概要 

提供方式 概         要 

単独調理場方式（自校方式） 

各学校敷地内の調理施設で調理された給食

を食缶で各教室に配送する方式。 

江南市のすべての保育園給食で行われてい

る方式（自園調理方式）である。 

共同調理場方式 

（センター方式）※ 

２センター 

（現在と同様） 

複数校の給食を現状と同じ２箇所の調理施

設で一括して調理し、給食時間までに食缶（配

送トラック）で各学校へ配送する方式。 

愛知県内の小中学校で最も採用（平成 28 年

度現在小学校 591 校（61.0％）、中学校 263 校

（85.4％）※）されている方式である。 

※名古屋市を除く 

１センター 

（統合） 

複数校の給食を１箇所の調理施設で一括し

て調理し、給食時間までに食缶（配送トラック）

で各学校へ配送する方式。 

愛知県内の採用状況は２センターと同じ 

統合方式（親子方式） 

ある学校（親）の調理施設で調理し、給食時

間までに食缶で自校（親）を含む複数校（子）

に配送する方式（他校へは配送トラック）。 

新設、規模拡大は、原則、工業系の用途地域

または市街化調整区域に限られる。（センター

と同様の扱い） 

スクールランチ方式 

民間事業者が民間の調理施設で調理し、給食

時間までに食缶やランチボックス（配送トラッ

ク）で配送する方式。江南市の給食費に比べて

保護者負担が割高となる。 

ランチボックスは、配膳時間が少なくてすむと

いうメリットがあるものの、多様な献立の提供は

難しく（汁物の提供が困難）、衛生管理上、温か

い食事の提供がしにくい等の課題がある。 

 

※ 愛知県内の小中学校で最も採用されている方式である。（平成 28年度現在：小学

校 591校（61.0％）、中学校 263校（85.4％）、名古屋市を除く） 
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イ）各提供方式の評価 

 
単独調理場方式 

（自校方式） 

共同調理場方式（センター方式） 統合方式 

（親子方式） 

スクール 

ランチ方式 ２センター １センター 

方針１ 

安心・ 

安全 

栄養教諭等が配置

される調理施設は

限定的である、一

方アレルギーは児

童・生徒のきめ細

かい対応がしやす

い。 

栄養教諭等が

すべての調理

施設に配置さ

れる、かつアレ

ルギー対応食

は専用の調理

室で対応する。 

同左 

単独調理場方

式に準じる。 

民間事業者の

管理のもと市

と連携しなが

ら適切な対応

が行われるも

のの、アレル

ギー対応食に

ついてはきめ

細かいサービ

ス が し に く

い。 

◎ ◎ ◎ ○ △ 

方針２ 

食育推進 

身近に調理員が居

るため子どもたち

との交流が可能、

かつ温かい状態で

の食事の提供も可

能である。 

見学機能を活

用した子ども

たちとの交流

が可能、かつ温

かい状態での

食事の提供が

可能である。 

同左 

単独調理場方

式に準じる。 

調理を民間の

施設で行うた

め、調理員と

の交流は図り

にくい。 

◎ ◎ ◎ ◎ × 

方針３ 

合理化・ 

効率化 

施設整備、維持管

理・運営に係るコ

ストが最も高額と

なる。 

スケールメリ

ットにより単

独調理場方式

より格安とな

る。 

スケールメリ

ットによりス

クールランチ

に次いで格安

となる。 

単独調理場方

式に準じ、コス

トが高額とな

る。 

調理施設自体

の初期投資費

用が不要なた

め最も格安と

なる。 

× △ ○ × ◎ 

総合評価 

すべての小中学校

において他の方式

に比べて最も調理

能力あたりの単価

が高い施設を整備

する必要があるた

め、方針３の面で

課題が大きい。 

方針３の面で

１センターに

劣るものの、方

針すべてに概

ね合致した方

式である。ま

た、共同調理場

方式は、県内の

54自治体の内、

46 自治体が採

用しているた

め、実績も十分

である。 

方針３の面で

はスクールラ

ンチに及ばな

いものの、方針

１～３の全て

において最も

バランスが取

れた方式であ

る。また、共同

調理場方式は、

県内の 54 自治

体の内、46 自治

体が採用して

いるため、実績

も十分である。 

単独調理場方

式と同様の評

価である。 

調理を民間の

施設で行うた

め、方針３の

面での効果は

期 待 で き る

が、方針２の

面で課題が大

きい。 

３位 ２位 １位 ４位 ５位 
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【詳細資料】 

 
単独調理場方式（自校方式） 

共同調理場方式（センター方式） 
統合方式（親子方式） スクールランチ方式 

２センター（現在と同様） １センター（統合） 

方針１ 

安心・安全 

衛生管理 

・食物の品質や安全性等に対して自ら

判断できる能力を備えた栄養教諭等

が配置される調理施設が限られる。 

・限られた施設での対応となるため、

知識・技術の向上は限定的である。 

・食物の品質や安全性等に対して自ら

判断できる能力を備えた栄養教諭等

がすべての調理施設に配置される。 

・まとまった施設での対応となるため、

知識・技術の向上機会がある。 

同左 

・単独調理場方式に近い形である。 ・調理施設に教育委員会から栄養教諭

等は配置されないが、献立作成や定

期的な会議等により連携は常に行わ

れる。 

・まとまった施設での対応となるため、

知識・技術の向上機会がある。 

△ ◎ ◎ △ ○ 

トラブル時の 

影響 

・調理中に食中毒が出た場合の被害は、

自校に限定され、最小限に抑えられ

る。 

・調理中に食中毒が出た場合の被害は、

提供校全体に及ぶ。 

・施設（設備含む）に異常事態が発生

した場合、給食提供への影響は大き

い。 

・調理中に食中毒が出た場合の被害は、

市の小中学校全体に及ぶ。 

・施設（設備含む）に異常事態が発生

した場合、給食提供への影響は最も

大きい。 

・調理中に食中毒が出た場合の被害は、

親となる学校と子となる学校に限定

される。 

・調理中に食中毒が出た場合の被害は、

委託先の提供校全体に及ぶ。 

・また、学校給食以外の業務での発生

も影響する。 

◎ △ ×△ ○ × 

アレルギー等 

への対応 

・調理員と児童・生徒との距離が近く、

きめ細かい対応がしやすい。 

・アレルギー対応食専用の調理室で調

理をするため、通常の調理と分離す

ることが可能となる。 

同左 

・単独調理場方式とほぼ同様である。 ・業者製造のため、きめ細かいサービ

スがしにくい。 

◎ ○◎ ○◎ ○ × 

方針２ 

食育推進 

食育 

（子供たちと 

調理者の交流） 

・お互いに顔が見え、給食を安心して食

べることができ、感謝の気持ちも生ま

れる。 

・コミュニケーションがとりやすい。 

・学校内で調理するため、温かい給食

を提供できる。 

・調理施設が離れているため、日常的

に交流することはできないが、見学

機能を備えることなどで定期的な交

流は可能となる。 

・学校とは別の場所で調理するため、

調理から喫食までに少し時間がかか

るが、食缶は高い保温性を有してい

ることから、温かい状態で提供でき

る。 

同左 

・親となる調理施設が近接しているた

め、お互いの顔が全く見えないとい

うわけではなく、ある程度の交流は

図れる。 

・親となる調理施設が近接しているた

め、自校方式ほどではないが、温か

い給食を提供できる。 

・調理者との交流は図りにくい。 

・食缶方式は、共同調理場方式と同様

であるが、ランチボックスの場合は、

温かい給食を提供しにくい。 

◎ ○◎ ○◎ ○◎ × 

方針３ 

合理化・ 

効率化 

整備費用 

 

 

 

 

 

 

（概算） 

・施設整備費は、共同調理場方式に比

べて費用が割高となる。 

・配送コストは不要である。 

・人件費がかさむため、一般的に維持

管理運営費も共同調理場方式より割

高となる。 

・設備自体の費用は大きいが、複数校

分の調理が可能な施設であり、1校当

たりに換算すると、単独調理場方式

より費用が割安となる。 

・維持管理運営費は、給食調理施設か

ら各学校までの配送コストが必要と

なるが、配送員人件費を考慮しても

単独調理場方式に比べて費用が割安

となる。 

・２センターよりもスケールメリット

がはたらくため、割安となる。 

・施設整備費、維持管理運営費は、一

般的に単独調理場方式よりは割安と

なるが、共同調理場方式に比べて費

用が割高となる。 

・食缶で配送する場合は、使用してい

ない教室等をランチルームの改修す

る費用が必要となるが、調理施設自

体の初期投資費用が不要なため、最

も割安となる。 

【500食、延床面積 1,000㎡の試算結果】 

建設費     ：約 6億 3,000万円 

（約 6億 3,000万円×15校 

       ＝約 94億 5,000万円） 

㎡あたり単価   ：約 630千円/㎡ 

調理能力あたり単価：約 1,260千円/食 

【5,500食、延床面積 3,500㎡、 

3,500食、3,000㎡の試算額の合算】 

建設費     ：約 37億 3,000万円 

㎡あたり単価   ：約 573千円/㎡ 

調理能力あたり単価：約 414千円/食 

【9,000食、延床面積 4,500㎡の試算額】 

建設費     ：約 25億 5,000万円 

㎡あたり単価   ：約 566千円/㎡ 

調理能力あたり単価：約 283千円/食 

－ － 

× △ ○ × ◎ 
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単独調理場方式（自校方式） 

共同調理場方式（センター方式） 
統合方式（親子方式） スクールランチ方式 

２センター（現在と同様） １センター（統合） 

その他 

・すべての学校に調理施設を整備する

ため、延床面積、コスト縮減効果が

期待できず、市の政策江南市公共施

設再配置計画とは合致しない。 

・各校の敷地の状況からすべての学校

に調理場を整備することは困難であ

る。 

・江南市公共施設再配置計画の適正化

方策の内容と合致しない。 

・江南市公共施設再配置計画の適正化

方策の内容と合致している。 

・単独調理場ほどではないが、多くの

学校に調理施設を整備するため、延

床面積、コスト縮減効果が期待でき

ず、市の政策江南市公共施設再配置

計画とは合致しない。 

・江南市公共施設等総合管理計画江南

市公共施設再配置計画の延床面積の

削減につながる。 

・複数の献立から選択できる。 

・ランチルームで会食できる。 

・導入実績の多くは中学校給食である。 

・喫食率が一般的に低く、一食当たり

の委託費が割高である。 

総合評価 

コスト面や衛生管理、労務管理にお

いて他の提供方式より劣るが、献立の

自由度やトラブル時の影響、アレルギ

ー等への対応及び食育での評価が高い

提供方式である。しかし、既存の学校

に調理施設を増設することは、敷地面

積や費用の面で現実的ではない。また、

市の政策江南市公共施設再配置計画と

は合致しない。 

献立の自由度とコスト面、トラブル

時の影響において他の提供方式より劣

ることもあるが、衛生管理やアレルギ

ー等への対応及び食育、労務管理での

評価が高く、評価が高い提供方式であ

る。しかし、市の政策江南市公共施設

再配置計画とは合致しない。 

２センター（現在と同様）と同様の

評価であるが、リスクヘッジの観点で

は劣るが、１センターであることから

コスト面での効果は見込める提供方式

である。また、市の政策江南市公共施

設再配置計画とも合致する。 

単独調理場方式と同様の評価である

が、。単独調理場方式と比べると、献立

の自由度や適温提供、衛生管理、食育、

トラブル時の影響やアレルギー等への

対応において劣る一方、コスト面では

優れた提供方式である。また、なお、

市の政策江南市公共施設再配置計画と

もは合致しない。 

コスト抑制効果と複数献立からの選

択制やランチルームの活用など、他の提

供方式では対応困難な優れた点も見受

けられる。しかし、導入実績が示すよう

にその複数献立からの選択制やランチ

ルームの活用は、小学生（特に低学年）

の判断能力を考慮するとには難しく、小

学校への導入は厳しい。また、アレルギ

ー等への対応におけるきめ細やかな対

応がしにくい点からも、導入は厳しいと

判断する提供方式である。なお、市の政

策江南市公共施設再配置計画とは合致

している。 
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③提供方式について 
 単独調理場方式（自校方式） 

共同調理場方式（センター方式） 
統合方式（親子方式） スクールランチ方式 

２センター（現在と同様） １センター（統合） 

方式の概要 

各学校敷地内の調理施設で調理され

た給食を食缶で各教室に配送する方

式。 

 

 

江南市のすべての保育園給食で行わ

れている方式（自園調理方式）である。 

複数校の給食を現状と同じ２箇所の

調理施設で一括して調理し、給食時間

までに食缶で各学校へ配送する方式。 

 

愛知県内の小中学校で最も採用（平

成 28年度現在小学校 591校（61.0％）、

中学校 263 校（85.4％）※）されてい

る方式である。 

※名古屋市を除く 

複数校の給食を１箇所の調理施設で

一括して調理し、給食時間までに食缶

で各学校へ配送する方式。 

 

 

愛知県内の採用状況は同左 

ある学校（親）の調理施設で調理し、

給食時間までに食缶で自校（親）を含

む複数校（子）に配送する方式。 

 

新設、規模拡大は、原則、工業系の

用途地域または市街化調整区域に限ら

れる。（センターと同様の扱い） 

民間事業者が民間の調理施設で調理

し、給食時間までに食缶やランチボッ

クスで配送する方式。江南市の給食費

に比べて保護者負担が割高となる。 

ランチボックスは、配膳時間が少な

くてすむというメリットがあるもの

の、多様な献立の提供は難しく（汁物

の提供が困難）、衛生管理上、温かい食

事の提供がしにくい等の課題がある。 

整備費用 

 

 

 

 

 

（概算） 

・施設整備費は、共同調理場方式に比

べて費用が割高となる。 

・配送コストは不要である。 

・人件費がかさむため、一般的に維持

管理運営費も共同調理場方式より割

高となる。 

・設備自体の費用は大きいが、複数校

分の調理が可能な施設であり、1校当

たりに換算すると、単独調理場方式

より費用が割安となる。 

・維持管理運営費は、給食調理施設か

ら各学校までの配送コストが必要と

なるが、配送員人件費を考慮しても

単独調理場方式に比べて費用が割安

となる。 

・２センターよりもスケールメリット

がはたらくため、割安となる。 

・施設整備費、維持管理運営費は、一

般的に単独調理場方式よりは割安と

なるが、共同調理場方式に比べて費

用が割高となる。 

・食缶で配送する場合は、使用してい

ない教室等をランチルームの改修す

る費用が必要となるが、調理施設自

体の初期投資費用が不要なため、最

も割安となる。 

【500食、延床面積 1,000㎡の試算結果】 

建設費     ：約 6億 3,000万円 

（約 6億 3,000万円×15校 

       ＝約 94億 5,000万円） 

㎡あたり単価   ：約 630千円/㎡ 

調理能力あたり単価：約 1,260千円/食 

【5,500 食、延床面積 3,500㎡、 

3,500食、3,000㎡の試算額の合算】 

建設費     ：約 37億 3,000万円 

㎡あたり単価   ：約 573千円/㎡ 

調理能力あたり単価：約 414千円/食 

【9,000食、延床面積 4,500㎡の試算額】 

建設費     ：約 25億 5,000万円 

㎡あたり単価   ：約 566千円/㎡ 

調理能力あたり単価：約 283千円/食 

－ － 

× △ ○ × ◎ 

献立の自由度 

・食数が少ない分、献立に自由がきき

やすい。 

・大量調理のため、献立に制限がある。 
同左 

・単独調理場方式に次いで、献立に自

由がききやすい。 

・共同調理場方式と同様である。 

◎ △ △ ○ △ 

適温提供 

・学校内で調理するため、温かい給食

を提供できる。 

・学校とは別の場所で調理するため、

調理から喫食までに少し時間がかか

るが、食缶は高い保温性を有してい

ることから、温かい状態で提供でき

る。 

同左 

・親となる調理施設が近接しているた

め、自校方式ほどではないが、温か

い給食を提供できる。 

・食缶方式は、共同調理場方式と同様

であるが、ランチボックスの場合は、

温かい給食を提供しにくい。 

◎ ○ ○ ○ △ 

食育 

（子供たちと 

調理者の交流） 

・お互いに顔が見え、給食を安心して食

べることができ、感謝の気持ちも生ま

れる。 

・コミュニケーションがとりやすい。 

・調理施設が離れているため、日常的

に交流することはできないが、見学

機能を備えることなどで定期的な交

流は可能となる。 

同左 

・親となる調理施設が近接しているた

め、お互いの顔が全く見えないとい

うわけではなく、ある程度の交流は

図れる。 

・調理者との交流は図りにくい。 

◎ ○ ○ ○ × 

参考：前回資料の「③提供方式について」 



15 

 

 

 
単独調理場方式（自校方式） 

共同調理場方式（センター方式） 
統合方式（親子方式） スクールランチ方式 

２センター（現在と同様） １センター（統合） 

衛生管理 

・食物の品質や安全性等に対して自ら

判断できる能力を備えた栄養教諭等

が配置される調理施設が限られる。 

・限られた施設での対応となるため、

知識・技術の向上は限定的である。 

・食物の品質や安全性等に対して自ら

判断できる能力を備えた栄養教諭等

がすべての調理施設に配置される。 

・まとまった施設での対応となるため、

知識・技術の向上機会がある。 

同左 

・単独調理場方式に近い形である。 ・教育委員会から栄養教諭等は配置さ

れないが、献立作成や定期的な会議

等により連携は常に行われる。 

・まとまった施設での対応となるため、

知識・技術の向上機会がある。 

△ ◎ ◎ △ ○ 

トラブル時の 

影響 

・調理中に食中毒が出た場合の被害は、

自校に限定され、最小限に抑えられ

る。 

・調理中に食中毒が出た場合の被害は、

提供校全体に及ぶ。 

・施設（設備含む）に異常事態が発生

した場合、給食提供への影響は大き

い。 

・調理中に食中毒が出た場合の被害は、

市の小中学校全体に及ぶ。 

・施設（設備含む）に異常事態が発生

した場合、給食提供への影響は最も

大きい。 

・調理中に食中毒が出た場合の被害は、

親となる学校と子となる学校に限定

される。 

・調理中に食中毒が出た場合の被害は、

委託先の提供校全体に及ぶ。 

・また、学校給食以外の業務での発生

も影響する。 

◎ △ × ○ × 

アレルギー等 

への対応 

・調理員と児童・生徒との距離が近く、

きめ細かい対応がしやすい。 

・アレルギー対応食専用の調理室で調

理をするため、通常の調理と分離す

ることが可能となる。 

同左 

・単独調理場方式とほぼ同様である。 ・業者製造のため、きめ細かいサービ

スがしにくい。 

◎ ○ ○ ○ × 

労務管理 

・管理者が現場に常駐しないため、細か

いところまで目がいきとどかない。 

・管理者がセンター内に常駐するため、

適切に管理が行われる。 
同左 

・単独調理場方式と同様である。 ・管理は民間が実施するため必要ない

ものの、管理状況の把握がしづらい。 

× ◎ ◎ × × 

市の政策との 

整合性 

・市の政策とは合致しない。 ・市の政策とは合致しない。 ・江南市公共施設再配置計画の適正化

方策の内容と合致している。 

・市の政策とは合致しない。 ・江南市公共施設等総合管理計画の延

床面積の削減につながる。 

× × ◎ × ◎ 

その他 

・各校の敷地の状況からすべての学校

に調理場を整備することは困難であ

る。 － － － 

・複数の献立から選択できる。 

・ランチルームで会食できる。 

・導入実績の多くは中学校給食である。 

・喫食率が一般的に低く、一食当たり

の委託費が割高である。 

総合評価 

コスト面や衛生管理、労務管理にお

いて他の提供方式より劣るが、献立の

自由度やトラブル時の影響での評価が

高い提供方式である。市の政策とは合

致しない。 

献立の自由度とコスト面、トラブル

時の影響において、他の提供方式より

劣るが、衛生管理やアレルギー等への

対応、労務管理での評価が高く、評価

が高い提供方式である。しかし、市の

政策とは合致しない。 

２センター（現在と同様）と同様の

評価であるが、リスクヘッジの観点で

は劣るが、１センターであることから

コスト面での効果は見込める提供方式

である。また、市の政策とも合致する。 

単独調理場方式と同様の評価である

が、単独調理場方式と比べると、献立

の自由度や適温提供、食育、トラブル

時の影響において劣る提供方式であ

る。また、市の政策とも合致しない。 

コスト抑制効果と複数献立からの選

択制やランチルームの活用など、他の提

供方式では対応困難な優れた点も見受

けられる。しかし、導入実績が示すよう

に、小学生（特に低学年）の判断能力を

考慮すると、小学校への導入は厳しい。

また、アレルギー対応におけるきめ細や

かな対応がしにくい点からも、導入は厳

しいと判断する。なお、市の政策とは合

致している。 

１６点 １５点 １８点 １１点 １０点 

※◎：３点、○：２点、△：１点、×：０点でカウント 

 


